
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第11条の規定により，次のとおり通知します。

建築物に係る解体工事 建築物に係る新築又は増築の工事

建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（　　　　　　　　　　　　　　）※
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建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等

）
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（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名）

-

- - - -

＊受理番号：

※ 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等の場合は，工事の具体的な種類を記入する。

（例；道路改良，舗装，築堤，土地改良等）
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建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの
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建築物に係る解体工事　

建築物に係る新築又は増築の工事

電話番号 FAXまたはMAIL
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